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L:○ 「労働基準法施行規則第S5条専門検討会」は、労働基準法施行規則（昭和22年厚生省令第28号）別
表第1の2に掲げる業務上疾病の範囲について、昭和53年以降、定期的に医学的な検討を行っているも
の。 （前回は平成25年度に開催。）

○前回の検討会以降の新たな医学的知見の状況を踏まえ、別表第1の2に新たに追加すべき疾病があるか
否かを検討。
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「オルトートルイジンによる膀胱がん」を別
表に追加することが適当

○労災請求のあった個別事案の業務上外を検討した医学専
門家等による検討会において、業務と疾病との因果関係に
ついての考え方が示された疾病

※広言雪族アミン取扱萎業場醗生した卿肋物の熱と外に衡す
る撲言瞼/で擬訂した鰯

【報告書3頁参照】 1

［

現時点において別表に追加する必要のある疾
病はないが、理美容師のシャンプー液等の使用
による接触性皮麗炎に関しては「化学物質によ
る疾病に関する分科会」を設置して検討を行う

§一一■ 宮一

○労働基準法施行規則別表第1の2各号に規定する包括救
済規定に該当した疾病

ことが妥当※羽威24年度から』寓威28革度Mごおい五臓第プの2各号に親
定する包芯救済規定に該当するとして認宕ざzだ疾病

-1－一一一一一一

〔報告書4頁参照】

！ 行政当局で収集を行った疾病に加え、大臣告
示に規定されていない化学物質による疾病につ
いても「化学物質による疾病に閏する分科会」
において検討を行うことが妥当

○行政当局において情報収集を行った化学物質による疾病

※動回の侯討会報告の求めにより、 fﾗ波当局において牌叛幌蕊を
行った/労鱸裳法施行親則別浅第の2第年号ブの規定に墓づぎ
駐捌大臣刀指宿する単絃たる化学物質及びｿ17合物(合金を含
醜）遊びに触捌大臣力淀める疾病を定める苦尻ノに親定されＩ

F1

【報告画4～5頁参照】ているプeaの化学物期ご係る新だな卿f又忽暉害
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労働基準法施行規則第35条専門検討会
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労働基準法施行規則第35条専門検討会開催状況

平成30年10月16日第1回検討会

平成30年11月22日第2回検討会
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1 検討会の開催経緯及び目的

労働基準法施行規則別表第1の2及びこれに基づく告示(以下｢別表第1の

2」という｡）は、業務上疾病の範囲を明確にし、事業主の災害補償義務の履

行確保を図るとともに、業務上疾病の災害補償に係る謂求権の行使を容易に

する重要な役割を果たしているところであるが、労働環境の変化に伴い新た

な要因による疾病が生じうることを考慮し、昭和53年に行われた現行規定

への改正以降、定期的に、労働基準法施行規則第35条専門検討会（以下｢本

検討会」という｡）において、別表第1の2に掲げる業務上疾病の範囲につい

て医学的検討を行ってきたところである。

前回検討を行った平成25年度以降､染料･顔料の中間体を製造する化学工

場において作業に従事した複数の労働者が､業務により取り扱ったオルトート

ルイジンにばく露したことにより､膀胱がんを発症したとする労災請求が平成

28年1月になされたことを契機として、業務上外の判断に当たり、同年6月

から、医学専門家をはじめ、化学、労働衛生工学の専門家から成る「芳香族ア

ミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会」において､業

務と膀胱がん発症との因果関係が検討され、同年12月に報告書(別添1）が

とりまとめられた。

また､本検討会の平成25年報告において、新たな化学物質による疾病につ

いて幅広く情報収集することを求めたことから､行政当局として別表第1の2

に規定されている化学物質について､新たな症状又は障害についての情報収集

を行い、 「業務上疾病に関する医学的知見の収集に係る調査研究報告書」 （別

添2～5）が取りまとめられた。

このため、本検討会は、以上のような状況を踏まえて、別表第1の2に掲げ

る業務上疾病の範囲について､新たに追加すべき疾病があるか否かの検討を行

った。

一→

､,､_"ヴノ

2例示列挙の考え方

本検討会においては、別表第1の2に新たな疾病を追加すべきか否かを判

断するに際して、従来からの考え方を踏襲することとした。

すなわち､職業病として発生することが極めて少ないもの等､以下のいずれ

－1－
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かに該当するものを除き、業務と疾病との間に因果関係が確立していると認

められる場合には原則として例示列挙するというものである。

①過去において相当数の発症例が見られたが、労働衛生管理の充実等に

より、今日発症例が極めて少ないもの

②諸外国において発症例があるが、国内においては､当該疾病の発生に係

る化学物質等の製造及び輸入の禁止等により使用される見込みがない又

は研究機関等の特定の機関においてのみ使用される等のため､当該疾病の

発症例が極めて少ないと認められるもの

③ばく露から発症までの期間が短いもの以外であって因果関係が明らか

となっていないもの（ばく露から発症までの期間が短いものについては、

業務との因果関係を立証することが容易であることから､当該短期間で現

れる影響のみ明らかとなっているものは必ずしも例示列挙の必要性はな

いと考えられる｡）

④有害業務の集団及び疾病の集団として類型化(有害因子と疾病の関係を

一般化し得るもの）が困難であり、法令上の列挙又は指定になじまないも

の

r霊.､
1

3検討疾病

本検討会においては､今回､以下の疾病について別表第1の2に追加すべ

きか否か検討を行った。

（1）労災請求のあった個別事案の業務上外を検討した医学専門家等による

検討会において、業務と疾病との因果関係についての考え方が示された

疾病

オルトートルイジンによる膀胱がん

｛ 〉
竜｡■ﾆｰ少

(2)別表第1の2各号に規定する包括救済規定に該当した疾病

平成24年度から平成28年度において､別表第1の2各号に規定する

包括救済規定に該当するとして認定された疾病

‘･2．．
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●

(3)行政当局において情報収集を行った化学物質による疾病

平成25年報告の求めにより、行政当局において平成26年度から

平成29年度までの4年間に情報収集を行った､現在｢労働基準法施行規

則別表第1の2第4号1の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する単体

たる化学物質及び化合物（合金を含む｡）並びに厚生労働大臣が定める疾

病を定める告示」 （以下「大臣告示」という｡）に規定されている168の

化学物質に係る新たな症状又は障害

検討結果

(1)労災請求のあった個別事案の業務上外を検討した医学専門家等による

検討会において、業務と疾病との因果関係についての考え方が示された

疾病

芳香族化合物については、ベンジジンやベーターナフチルアミンなど

による尿路系腫瘍については別表第1の2に例示列挙されているとこ

ろ、オルトートルイジンによる膀胱がんについては例示列挙疾病とはな

っていない。平成28年1月に染料・顔料の中間体を製造する化学工場

において作業に従事した複数の労働者が、業務により取り扱ったオルト

ートルイジンにばく露したことにより、膀胱がんを発症したとする労災

請求事案の業務上外の判断に当たり、同年6月から、医学専門家をはじ

め、化学、労働衛生工学の専門家から成る「芳香族アミン取扱事業場で

発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会」において、業務と膀胱が

ん発症との因果関係が検討され、同年12月に報告書がとりまとめられ

ている。

本検討会において、この報告書について検討を行った結果、オルトー

トルイジンにばく露する業務に一定年数以上従事した労働者に発症し

た膀胱がんについては、その業務が有力な原因となって発症した可能性

が高いとの結論は、各分野の専門家による十分な検討の結果、得られた

ものであり、妥当であると考えられる。

以上を踏まえ､本検討会としては、「オルトートルイジンによる膀胱が

ん」については別表第1の2に追加することが適当と判断する。

4
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(2)別表第1の2各号に規定する包括救済規定に該当した疾病

平成24年度から平成28年度において、別表第1の2各号に規定す

る包括救済規定に該当するとして認定された疾病については､災害発生状

況等を前記2の例示列挙の考え方に照らすと、現時点において、別表第1

の2に追加する必要はないと考えられる。

理美容師のシャンプー液等の使用による接触性皮膚炎については､前回

の本検討会において、現在大臣告示に規定されていない2つの化学物質に

ついて検討を行ったところ、いずれの化学物質についても接触性皮膚炎と

の因果関係は明らかでないと認められることから、現時点において、別表

第1の2に追加する必要はないとされたところである。しかしながら、理

美容師のシャンプー液等の使用による接触性皮膚炎については､別表第1

の2第4号9に該当する疾病として認定事例も多いことから、行政当局に

おいて最新の情報収集に努め、別途、化学物質による疾病に関する分科会

を設置して検討を行うことが妥当と判断する。

(j;

(3)行政当局において情報収集を行った化学物質による疾病

ア大臣告示に規定されている化学物質による疾病

平成25年報告での指摘を踏まえ､行政当局において情報収集を行

った化学物質による疾病については、 「業務上疾病に関する医学的知

見の収集に係る調査研究報告書」にとりまとめられている。当該報

告書では、現在大臣告示に規定されている168の化学物質のうち、

97物質について新たな症状や障害に関する報告がされているとい

う結果となっている。

しかしながら､新たな症状や障害であっても単一の文献で症例報告

がされているに過ぎないものや､報告されている症状や障害の表記等

について精査が必要なものも含まれているため､そのまま別表第1の

2へ追加するのは適当ではなく、上記(2)の化学物質による疾病に関

する分科会において、各症例について、別表への追加の必要性及び表

記等について検討を行うことが妥当と判断する。

（ ；
渦r一か

1

、
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イ大臣告示に規定されていない化学物質による疾病

平成25年の検討会においては、 SDSの交付義務のある化学物

質640物質のうち、別表第1の2に規定されていない物質による

疾病について検討を行ったところであるが、現時点においてSDS

交付義務のある化学物質は673物質に増加しており、前回の検討

後にも新たな医学的文献が出版されていることから、行政当局にお

いて、これらの化学物質による疾病について幅広く情報収集に努め

るとともに､改めて上記(2)の化学物質による疾病に関する分科会に

おいて別表第1の2へ追加すべきか否かの検討を行うことが妥当と

判断する。

まとめ

以上の検討結果のとおり、本検討会としては、オルトートルイジンによる

5

膀胱がんについては別表第1の2に追加することが適当であるとの結錆を得

たので、行政当局においては、速やかに所用の措置を講じることを望むもの

である。

6終わりに

行政当局において情報収集した化学物質による新たな疾病について、化学

物質による疾病に関する分科会を設置して速やかに検討に着手するととも

に、製造業をはじめとした各事業場では、常に新たな化学物質が使用される

可龍性があることを踏まえ、行政当局においては引き続き情報収集に努め、

同分科会の中で新たな化学物質による疾病について幅広く検討することを望

むものである。

(J

股
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業務上疾病の関係法令

O労働基準法（昭和22年法律第49号） （抄）

（療養補償）

第75条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者
は､その費用で必要な療養を行い､又は必要な療養の費用を負担しなければなら
ない。

②前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

O労働基準法施行規則（昭和22年厚生省令第23号） （抄）

第35条法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げ
る疾病とする。

Ｌ
ｈ
益
Ⅱ
寺
．
凸
夕
。
毎

宇
訴
＃
６
１
、

別表第1の2

－業務上の負傷に起因する疾病

二物理的因子による次に掲げる疾病

1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患

2赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾

患

3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患

4マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患

5電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線

皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患､放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血

器障害、骨壊死その他の放射線障害

6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病

7気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症

8暑熱な場所における業務による熱中症

9高熱物体を取り扱う業務による熱傷

10寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷

11箸しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患

12超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死

13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他

物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病

I )
？、一'

１
皿



●

e

身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病

1重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱

2重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢に

より行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛

3 さく岩機､鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動

を与える業務による手指､前腕等の末梢循環障害､末梢神経障害又は運動器

障害

4電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかか

る業務による後頭部、頚部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害

5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他

身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病

三

由全

四化学物質等による次に掲げる疾病

1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物（合金を含む。 ）に

さらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるもの

2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物に

さらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

3すす、鉱物油、 うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂

硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患

4蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎､結膜炎又は鼻炎、気管支喘

息等の呼吸器疾患

5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生

物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸

器疾患

6落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患

7石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚

8空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症

9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他

化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病

全一

グト W
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五粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法（昭和35
年法律第30号）に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則（昭和35年
労働省令第6号）第1条各号に掲げる疾病

六細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病

1 患者の診療若しくは看謹の業務、介謹の業務又は研究その他の目的で病

原体を取り扱う業務による伝染性疾患

2動物若しくはその死体､獣毛､革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取

り扱う業務によるプルセラ病、炭疽病等の伝染性疾患

2

11
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3湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症

4屋外における業務による蒜虫病

5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他

細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾
病

七がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による

次に掲げる疾病

1ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍

2ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍

3 四一アミノジフエールにさらされる業務による尿路系腫瘍

4 四一二トロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍

5ビス（クロロメチル）エーテルにさらされる業務による肺がん

6ベリリウムにさらされる業務による肺がん

7ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん

8石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫

9ベンゼンにさらされる業務による白血病

10塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん

11 1，2－ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん

12ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん

13電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、

甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫

14オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍

15マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍

16 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん

17 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん

又は上気道のがん

18ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気

道のがん

19砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又

は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん

20すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされ

る業務による皮膚がん

21 1から20までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他

がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程に

おける業務に起因することの明らかな疾病
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八長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に
よる脳血管、 〈も膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心

停止（心臓性突然死を含む。 ）若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に
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付随する疾病

九人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象

を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病

十前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病

十一その他業務に起因することの明らかな疾病

O労働基準法施行規則別表第1の2第4号に基づき、労働大臣が指定する単
体たる化学物質及び化合物（合金を含む。）並びに労働大臣が定める疾病を定
める告示（平成8年労働省告示第33号） （別紙）

＄

労働大臣の指定する疾O労働基準法施行規則別表第1の2第10号に基づき、労働大臣の指同

病を定める告示（昭和56年労働省告示第7号）

一超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患一

亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん

ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍

一
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